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一般企業への就職
（障害者雇用の場合）

　障害者雇用とは、障害者手帳を取得し、企業が募集をしている「障害者雇用枠」

で就職することです。

　一般就労に比べると給与が低い傾向がありますが、特性についての相談や仕事

内容、環境の配慮、通院時間の確保などを得やすいことが多いです。週 20 時間

程度働けることが前提です ( 社会保険への加入が可能 )。10 時間以上 20 時間未

満しか働けない場合でも、0.5 人分としてカウントされるため、会社のニーズに

よっては雇用される可能性もあります。就職面接の段階から合理的配慮について

相談を行うことができます。

　すでに支援機関と相談している場合は、支援者が就職面接への同行支援などが

許可されることもあります。

	障害者雇用枠で就職を希望する場合は、ハローワークで「障害者雇用枠で就職

したい」と伝え、専門の窓口で所定の登録を行ってください。専門の窓口でも、

障害名を会社に伝えない就職活動の相談は可能です。

障害者手帳がなくてもハローワークでの相談は可能ですが、障害者雇用枠で

の就職時には必要ですので、申請の手続きを進めておくと良いでしょう。

• ハローワークの障害者関連窓口については (P.24) をご覧ください。

• 障害者手帳の申請については (P.38) をご覧ください。

• (P.67)「マイストーリー３　40 代　一般企業勤務」もご覧ください。

03 就労支援機関の利用

１）障害の有無にかかわらず利用できる就労支援機関

しずおかジョブステーション　

　(以下、しずおかジョブステーション HP 参照 )

　静岡県では、求職中の方を対象とした支援施設「しずおかジョブステーショ

ン」を県内 3ヶ所（沼津・静岡・浜松）に設置しています。各ステーション

では、学生、若者から中・高齢者・育児中の方まで幅の広い世代の就職相談

や、セミナーにて求職者のみなさんをを就職へと導きます。就職相談では、

専任キャリアカウンセラー（有資格者）がアドバイスします。Web 面談も行っ

ています。

　静岡市にあるのは「しずおかジョブステーション中部」です。

「そもそも就職活動は何をすればいいのか？」など基本的なことを教えてく

れますので、「学校では聞きにくい」「学校を卒業して数年経つので働くこと

について相談できる場所がない」といった方にはおすすめです。利用は無料

です。

い合わせ先お問

しずおかジョブステーション中部

住　　所	 駿河区南町 14-1	水の森ビル 3階

	 静岡県中部県民生活センター内

開所時間	 平日 9時～ 17 時

電　　話	 054-284-0027( 総合案内、受付、就職相談コーナー )　

※就職相談はご予約の方が優先となります。ご予約は電話にて承ります。




